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令和元年度第４回茅ヶ崎市市民活動推進委員会会議録 

 

議題 

（１）令和２年度実施市民活動げんき基金補助事業の募集

要項について 

（２）令和２年度実施協働推進事業の応募状況について 

（３）協働推進事業の見直しの方向性について 

日時 令和元年１０月１７日（木）９時３０分から１２時００分 

場所 市役所分庁舎５階 Ｄ会議室 

出席者氏名 

 

 

 

 

 

欠席者 

柴田春菜 菅原澄江 染谷倫人 秦野拓也 

髙橋準治 米山友哉 岩壁榮 北川哲也  

中川久美子 矢島啓志 山田修嗣 

事務局５名（市民自治推進課） 

富田課長、小西課長補佐、遠藤副主査、柿澤主任、勝山主事 

 

中野有子 石田貴一 

会 議 の 公 開

・非公開 

公開 

傍聴者数 ０名 
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○事務局 

 皆さま、おはようございます。 

開会に先立ちまして、本日の欠席についてですが、石田委員、中野委員より欠席のご連絡をい

ただいております。１１名の委員にお集まりいただきましたので、茅ヶ崎市市民活動推進委員会

規則の第５条第２項で規定する委員会開催のための定足数を満たしていることとなります。 

最後に、本日使用する資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、事前送付させていた

だいておりますが、資料１から資料８まで、お手元にございますでしょうか。 

それでは、委員長に開会の宣言と進行をお願いいたします。 

 

○山田委員長 

皆さま、おはようございます。第４回市民活動推進委員会を開会いたします。 

会議録の署名人は、菅原委員にお願いします。前回もご説明しましたが、市民活動推進委員会

での議事内容は、事務局で議事録としてとりまとめ、市ホームページで公開します。公開の前に、

事務局の作成した議事録の内容に間違い等がないかどうか、委員の方１名と、委員長で確認し、

署名するというものです。それでは菅原委員、よろしくお願いいたします。 

 本日の議題は、次第にありますとおり、３つございます。 

（１）令和２年度実施市民活動げんき基金補助事業の募集要項について 

（２）令和２年度実施協働推進事業の応募状況について 

（３）協働推進事業の見直しの方向性について 

それでは、議題１について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは、議題１「令和２年度実施市民活動げんき基金補助事業の募集要項について」、ご説

明いたします。 

資料といたしましては、資料１の募集要項案をご覧ください。 

市民活動げんき基金補助事業は、市民活動げんき基金を財源に、市民活動団体が実施する公益

的な事業に対し、財政的な支援を行うものです。 

市民活動げんき基金補助事業には、２つの補助枠があります。４ページをご覧ください。２つ

の補助枠とは、初めて補助を受ける団体向けの「スタート支援」枠と、経験のある団体向けの

「ステップアップ支援」枠です。もっとも大きな差は、補助の限度額です。「スタート支援」で

は、直接経費の９０％もしくは１０万円のうち低いほうを上限としますので、補助金額は最大で

１０万円となります。一方「ステップアップ支援」では、直接経費の８０％もしくは６０万円の

うち低いほうを上限としますので、補助金額は最大で６０万円となります。 

直接経費としてみなすことができる経費、つまり補助対象となる経費については、５ページの

とおりです。 

募集から採択までのスケジュールについてご説明いたします。２ページをご覧ください。 

２番目の四角に記載のあるとおり、申請書類の提出は、１２月2日から来年１月１６日にかけ
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て受付をいたします。例年ですと、事業募集の広報も、この応募受付期間に合わせて行っていま

したが、より余裕をもって事業企画の検討を行っていただけるよう、今年度は試験的に応募受付

開始の１ヶ月前、１１月上旬ごろから募集の周知・広報を行う予定でおります。具体的には、１

１月１日号の広報ちがさきに特集記事を掲載するほか、市ＨＰでのバナーを用いた広報や、メー

ル配信なども１１月上旬から行ってまいります。 

また、２ページの１番上に記載があるとおり、企画書作成会というものを開催しております。

併せて８ページ中段以下をご覧ください。企画書作成会は、市民活動サポートセンターと市民自

治推進課で、市民活動げんき基金補助事業に興味のある団体を対象に開催する説明会ですが、制

度の説明にとどまらず、参加した団体と個別に話し合う時間を設け、事業提案が可能かどうかや、

企画書を書く際のアドバイスなどを行うものです。例年ですと３回程度の開催でしたが、今年度

は周知期間の拡大に伴い、３日間で計５回の開催を予定しております。例年、企画書作成会への

参加から提出期日までの期間が短い、というお声をいただいておりましたので、今回試験的に期

間を延長することで、そのようなお声の改善につながるかを見てまいりたいと思います。 

 ２ページに戻ります。１月１６日に募集を締切ったあと、事務局で全ての団体からの申請書

類をとりまとめ、冊子にいたします。２つめと３つめの四角の間に、書類審査期間とございます

が、この期間に一度市民活動推進委員会を開催します。時期としては、２月上旬を予定しており

ます。冊子の中の各企画提案書を参照しながら、各企画に関しての質問点を事前質問としてとり

まとめます。この事前質問は、各団体にメールで送付し、回答をいただきます。 

 その上で、３番目の四角のとおり、３月２１日（土）に、公開ヒアリングと公開プレゼンテ

ーションを行います。スタート支援申請団体については、公開ヒアリングということで、団体と

委員の皆さまにひとつの円卓を囲んでいただき、団体からの簡単な説明の後、ヒアリングをして

いただきます。ステップアップ支援申請団体については、少しハードルが上がり、公開プレゼン

テーションということで、パワーポイントなどを使用してじっくり発表をしていただき、その後

質疑応答という流れになります。 

市民活動推進委員会の皆さまには、その後、企画書と公開ヒアリング・公開プレゼンテーショ

ンでの応答内容を考慮して各事業の評価を行っていただき、予算３００万円の枠内で、採択相

当・減額採択相当・不採択相当の判断を行なっていただきます。審査の基準については、１２ペ

ージのとおり、スタート支援枠とステップアップ支援枠で評価視点や配点が異なります。この点

については、審査の回に詳しくご説明いたします。 

皆さまからのいただいた評価をもとに、市長決裁で採択・不採択が決定し、３月末に各団体に

結果を通知します。採択された団体には、来年度１年間事業を実施していただくという流れです。 

最後に、件数の実績ですが、例年ですと、１０件前後の応募があります。昨年度に関しては、

スタート支援に８件、ステップアップ支援に５件の計１３件の応募があり、審査の結果スタート

支援２団体が不採択相当、となりましたので、今年度はスタート支援６件、ステップアップ支援

５件の計１１事業が実施されています。 

 事務局からの説明は以上です。 
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○山田委員長 

 事務局からの説明が終わりました。 

 皆さまから、質問やご意見がありましたらお願いします。 

 

○矢島委員 

 審査等を通した後に、市長決裁で採択という形になりますけれども、例えば、このメンバー

がプレゼンなどで評価するわけですよね。その意見を尊重した上でということで、市民活動推進

委員会では採択相当と判断したけれども、例えば、市長決裁で、不採択になるなど、今までは多

分ないと思うのだけれども、その辺の考え方はどうなのでしょう。 

 

○事務局 

 基本的には、この委員会での結論がある程度そのまま採択につながることが多いという印象

です。ただ、過去には、市民活動推進委員会で不採択相当と判断された事業について、市長から

採択したほうがいいのじゃないかと話があったケースがあったと聞いております。 

 

○矢島委員 

 ありがとうございました。 

 

○山田委員長 

 他にはご質問よろしいですか。 

 

○柴田委員 

 １２ページの「選考の視点と配点について」なのですけれども、「市民の利益」についても、

ちょっと言葉の説明が欲しいというか、「市民の利益」というのは何を指しているのか教えてほ

しくて。公益的とかそういうことですか。 

 

○事務局 

 「事業の成果は、市民の利益となるものであるか、または市民の利益につながるものである

か」という説明文のところですが、「選考の視点」が「公益性」となっているとおり、柴田委員

がおっしゃるように「公益的」かどうかということです。この説明文では、公益性と言ってもわ

かりづらいかなと思って、「市民の利益」ということで言い換えております。 

 

○柴田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○山田委員長 

 他にはよろしいですか。 
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 では、これは、公開前の確認という意図だと思いますので、募集要項の中身について、もし

も何か異議というより、こういう形で確認をしておきたいとか、こういう意向だとすれば、私た

ちの判断や今後の議論のあり方は、こういう方針でいいのかどうか、それから、何かこの中で変

えるべき、あるいは改善すべき点があるのかどうか、将来的に見たときに、何かもっとこういう

条件を次年度以降盛り込むための議論をしておいたほうがいいのではないかといったところで、

最終確認をしていただければと思っています。ご質問の内容も踏まえながら、市民への公開前の

段階の資料として、およそこれでいいかどうかというところを、その議論の上で確定していきた

いと思います。 

 ということで、資料の流れについて、何かご意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。

どうぞ。 

 

○北川委員 

 周知期間を早めて、企画書作成会の回数を増やすというのはとてもいいことだなと思ってお

りまして、この企画書作成会が実はとても大切なのかなと思っているのです。これまでのげんき

基金の申請書を拝見していくと、書き方も若干差があって、書き方一つで結構受け取られ方が違

ってくるのはある程度仕方がないかなと思っているのですけれども、ここのどういうふうなポイ

ントを、例えば前回の反省を踏まえて、説明を、作成のアドバイスをしていってほしいみたいな、

そこのやりとりというのはあるのでしょうか。 

 

○事務局 

 市民活動サポートセンターとはやりとりをさせていただきながら、毎年、今回はどうしよう

かということを考えています。企画書作成会に出てくださる団体については、まだアイデアがぼ

んやりしている段階での出席が多いので、もう少し具体的にイメージがわくように、今年は、今

日はお持ちしていないのですけれども、活用事例集というものをつくりまして、それも一緒に配

架しながら、具体的なイメージがわくような形で企画書作成会を実施していきたいと思っていま

す。書き方の見本は募集要項に記載例を載せていますので、それをお見せしながら、団体ごとに

あまり差が出ないようにアドバイスしたいと思っています。 

 

○北川委員 

 ありがとうございます。 

 

○山田委員長 

 他には何か確認すべき点はありますか。 

 

○柴田委員 

 企画書作成会の企画書というのは、既にテンプレートが決まっているものですよね。 
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○事務局 

 はい。募集要項の２１ページ以降にテンプレートの記載例が載っています。 

 

○柴田委員 

 これを見て、作成していただくと思うのですけれども、それの中でちょっと差が出るという

イメージがわかなくて、結構詳しく書いてあるじゃないですか。その中での差が出るというのは、

例えば、設立の経緯とか、そういったものが１行、２行で終わってしまっている団体があるとか、

そういうことですか。 

 

○事務局 

 そうですね。記載例は載せているのですけれども、実際のところ、見てくださらない団体も

あり、これを見てくださいという周知はしているのですけれども、時間がない中で企画書をつく

ると、どうしてもコンパクトになってしまう場合もあります。周知期間を伸ばすことで作成の期

間を伸ばせると思うので、今年はもう少し充実したものになるようにしたいと思います。 

 

○柴田委員 

 かしこまりました。ありがとうございます。 

 

○山田委員長 

 せっかくなので、北川委員の印象はどうですか。今まで見て、差が出るという実感のイメー

ジというか。 

 

○北川委員 

 審査のことですか。 

 

○山田委員長 

 いいえ。企画書に差が出ることもあるのでというところで、今、関連して質問があったので、

そのあたりの印象を、このようなところに差があるのじゃないかとか、このようなところにバラ

ツキが感じられたとかという経験は。 

 

○北川委員 

 読みやすいかどうかというのは結構差があるなとは思います。ポイントを整理して書いてあ

るタイプと、作文タイプとあって、作文タイプというのは結構評価が難しいかなと。見ていて、

ずっと文章で書いているのは、正直それは計画書じゃないよねと思ったりはするのですよね。 

 

○菅原委員 

 写真がついていたりとか、ついていなかったりとかもあるのですか。 
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○事務局 

 そうですね。先ほどお示しした所定の様式の他に、補足資料というのを入れることができま

して、Ａ４で４面分なのですけれども、写真やグラフを入れてアピールされる団体もいれば、そ

うでない団体もいます。 

 

○山田委員長 

 わりと差が出やすいのは、予算立てのところですよね。 

 

○北川委員 

 そうですね。 

 

○山田委員長 

 これはわりと濃淡が。見積もりがとてもしっかりしたところもあれば、緩めなところもあり

ますね。 

 

○柴田委員 

 この企画書で審査すると思うのですけれども、例えば、企画書があまりにもシンプルである

とか、詳しく書いていない団体でも、やっていることが充実しているというか、公益的なものと

思われる場合はどう評価したらいいのですか。 

 

○菅原委員 

 そうですね。やっていることは立派だけど、収支がちょっと大まかだとかね。 

 

○染谷委員 

 そのために配点があるのじゃないですか。 

 

○事務局 

 やはり企画書に書ききれていない部分もあるので、ヒアリングやプレゼンテーションという

機会を設けて直接聞いていただけるようになっています。あとは、事前質問というステップがあ

りまして、評価の際にはここを明らかにしなければならない、というような点については、その

事前の会議で話し合って、ヒアリングやプレゼンの前に団体に質問していただくことは可能です。 

 

○柴田委員 

 わかりました。ということは、こっちができる限り多くの質問を考えて、団体の方に答えて

いただくようにするのですね。 
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○山田委員長 

 今の質問の意図は、例えば、１２ページのところをご覧いただいて。今の話し合いの内容で

すね。例えば、スタート支援は３項目あったときに、１番は１０点満点に近い平均点が出たのだ

けれども、３番はかなり低いというふうになる可能性がないですかという意図ですよね。 

 

○柴田委員 

 そうです。 

 

○山田委員長 

 それはもちろん配点上にはあるので、そこは議論の余地は毎回ありますので、委員会として

は、採点後にそれを振り返る審査用の委員会を設ける。で、議論で決めるということです。僕が

ちょっとお休みしている間に、この中の議論がどうなっているのかというのは中川委員に聞いた

ほうがいいと思うのですけれども、その前までの段階は、一番下の③に書いてある内容なのです

けれども、委員自らの判断で合格をさせてもいいなというふうに思ったら、全体の印象としては

６０％以上となるような配点をして、そこを意識してやると。これを下回る場合に、私としては

不採択の意向だというふうに今まで考えてやっていたというところがあったのです。 

 

○柴田委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

○山田委員長 

 他にはよろしいでしょうか。あとは大丈夫ですか。 

 もしここで、今日皆さんご了承いただければ、これが反映版の資料になるということですの

で。 

 では、ご意見なさそうですので、これで了承するということにしたいと思います。 

 これで一旦、議題（１）の内容は終わるのですけれども、今後の展開の中でどうしようかと

いう議論として、げんき基金の位置づけについては、今日の議題の（３）のところで見直しの方

向性というのが協働の方では出ているので、そこと連動して、次年度以降、げんき基金のあり方

にもしご意見があれば、改めて議題（３）の中で方針についてはご意見をお寄せいただきたいと

思っております。 

 では、議題（１）の話、ありがとうございました。あとは、事務局に今後しっかりと広報活

動をしていただくのと、私たち委員としても、可能性があれば積極的に市民に向けて、あるいは

市民活動団体に向けて話をしていくということにしたいと思います。 

 それから、先ほどの柴田委員からの質問の公益性と市民の利益というところについては、一

応３ページの一番下の枠の中に、茅ヶ崎市の市民活動推進条例のところに市民活動の利益という

のが説明されているところがあるので、もしも自分の判断基準に迷ったら、市としてはこれが準

拠方針といいますか、私たちが参照すべき方針というふうに考えていただくといいのではないか
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と思います。利益の対象や利益の中身というのは、茅ヶ崎市としてはこのように決められている

と考えていただくといいと思います。 

 では、議題の（２）に移りたいと思います。 

 議題の（２）は、令和２年度に実施すべき協働推進事業の応募状況の説明ですね。 

 では、お願いいたします。 

 

○事務局 

はい。それでは議題２です。お手元に協働推進事業の募集要項はありますでしょうか。こちら

の４ページを開けてください。応募方法のところです。市民提案型協働推進事業は市民活動団体

に意見交換会に応募いただき、市民活動団体と担当課で話し合い合意がとれれば、応募書類が提

出できるという制度です。結論から申し上げますと、担当課との合意がとれたところはありませ

んでした。件数は０件となります。 

 今回は１２の団体から意見交換の申し込みがあり、１つの団体が複数テーマをあげてきたの

で１３件の意見交換会を行いました。昨年や一昨年は１０件ありましたので、例年よりは多く意

見交換会を行うことができました。 

意見交換会を実施したところ、協働推進事業の意見交換会というよりは、顔合わせや今後の関

係構築という内容が多くありました。残りは市の役割、解決すべき課題が明確ではなく、協働と

いうより委託の内容で市の役割がお金の負担という内容です。 

 協働推進事業としては申し込みがありませんでしたが、げんき基金の対象になりそうな団体

にはげんき基金を紹介し、団体の事業として、市として広報の周知などの協力をしていきたいと

いう所もありました。団体の希望で市以外にも紹介してほしいという案件もあり、顔つなぎをし

ている所もあります。幅広い意味での協力関係・協働につながっております。以上になります。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 これは報告なので、これでよろしいですねというところが１個目のポイントなのですけれど

も、もしもご質問がありましたらお尋ねください。いかがでしょうか。どうぞお願いします。 

 

○染谷委員 

 ９月５日と９月１１日に、初めてでしたので参加させていただきましたけれども、１件目は、

私からするとかなり慣れたところでプレゼンテーションまでされていたので、どちらかというと

市の政策に対してこうすべきだというような感じで、協働というよりは提言をしてきた感じだな

と。 

 もう１件は、ボランティアの方で、こういう方の善意をそのままにしてはいけないのだろう

なと思いながらも、やっぱり計画としてはなかなか難しいだろうなということを感じました。あ

くまで感想ということでお話しさせていただきました。 
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○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 せっかくご発言いただいて、ご出席もいただいたので、ありがとうございました。 

 今の印象というのは、協働推進事業の企画の中で言うと、やや協働という意味合いが弱かっ

たのではないかというご感想なのですね。 

 

○染谷委員 

 はい、そんな感じがしました。 

 

○山田委員長 

 提案内容や提案の仕方については、それはむしろ提案側、市民の側がもうちょっと勉強した

り、準備をしたり。 

 

○染谷委員 

 いや、勉強し過ぎのところと、あと、実際、どうやったらいいのかわからないという方と両

極だったので、そういう面では、本当の意味の協働の説明会というか、そういうイメージのとこ

ろにはぶち当たらなかったというか。申しわけなかったなと思います。 

 

○山田委員長 

 どうぞ。 

 

○中川副委員長 

 今ご説明があった１３件の意見交換会に提案されたものが、最終的にはゼロになったという

ことはどういうふうに。 

 

○事務局 

 担当課とそこで市の事業としてやるべきだというところで合意を得てから資料をつくってい

ただいて、申し込んでいただくという流れですけれども、今回の意見交換会申込事業に関しては、

担当課と話し合う中で、市との合意、一緒に協働としてやっていこうというところまでは及ばな

かったということです。 

 

○中川副委員長 

 要するに、担当課が受けなかったということですね。それでゼロになってしまったと。 

 

○事務局 

 市の事業、公共事業としてやろうという方向にはならなかったということです。 
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○中川副委員長 

 提案の１３件というのはどういうものだったというのは、私たちは見ることはできるのです

か。 

 

○事務局 

 それでは、会議終了後に資料を送らせていただきますが、簡単にご紹介させていただくと、

例えば、今までも協働推進事業を行っている湘南スタイルが、子育て関連事業という形で、教室、

講座みたいなものと湘南スタイルなりが場所を提供して、講師とか講座というのを登録して、そ

れと受けたい方をマッチングするという話ですとか、あとは、今、江ノ電でやられているのです

けれども、江ノ電の駅をテーマにした映画をつくられている。それは、例えば、茅ヶ崎を舞台に

して、茅ヶ崎の通りごとに映画をつくれないかですとか、あとは、ほかの団体からも未来カルテ

というような……。 

 

○中川副委員長 

 未来カルテ？ 

 

○事務局 

 はい。千葉大学でやられている人口推計等をもとにして、市町村、自治体がどうなっていく

かというのを活用して、何か調査ができないかどうか。いろいろな形でご提案をいただいている

のですけれども、先ほど申し上げたとおり、半分くらいは、そもそも申し込みの段階で、まず意

見交換がしたいというような形で、団体が普段やられている活動の中で、行政の活動とどういっ

たところで協働ができるか、ちょっと探りに来られているようなところもあるという印象でした。 

 それ以外のものについても、何となく団体のほうでやりたい活動があるのですけれども、な

かなか具体的にどういった課題を解決したいとか、その課題をどういう手法で解決するというと

ころ、そこが少し具体性に欠けていて、そうすると、なかなか行政でも協働、公共事業として展

開するのは少し難しいというものですとか。 

 あとは、げんき基金を使われて保育園でのサッカー運動教室を開催されているミナスタも、

協働で何かできないかということでお話がありました。げんき基金の採択のときもいろいろ委員

の皆さまからお話があったと思うのですけれども、今、ミナスタは、ごく限られた人数で活動さ

れているという中で、協働推進事業という公共事業として市内の保育園一律にサービスを展開し

ていくといったときに、行政としては団体の体制等に不安があるですとか、そういった課題がそ

れぞれあって、なかなか最終的に協働というところまでは至らなかったという経緯がございます。 

 ただ、先ほどのミナスタの件については、意見交換会の場に保育園の先生も来ていただいて

いたのですが、保育園の先生からすると、本当にありがたい活動だというようなお話をいただき

ました。このような場合には、引き続き事業の周知などは市でも引き受けていくというような話

になりました。 

 あとは部活動に関して、けがに対する講座を開いて、指導するときに役立てていきたいとい
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うような提案もありました。団体としては、中学校の部活動の指導をしたいというところで、市

として接点を、顔つなぎをしてほしいというところがありました。そこで、教育委員会と一緒に

学校の先生たちと意見交換をしたのですが、部活動を教えられている先生方もなかなか忙しくて、

活動の内容としてはとても理解できるのですけれども、協働としては難しいということでした。

ただ、中体連という公益財団法人、中学校の部活の先生の集まりがあって、市とは別組織なので

すけれども、そういったところのほうが親和性があるのではないかというお話があって、実際、

私どもが中体連と顔つなぎをさせていただいたのですが、何かしら市民の方の利益になるような

ことにつながればというふうに考えています。 

 

○中川副委員長 

 お聞きする限りだと、げんき基金のような活動助成みたいなレベルのものが結構多かったと

いうことですか。 

 

○事務局 

 そうですね。 

 

○中川副委員長 

 ありがとうございます。すいません、時間をとって。 

 

○山田委員長 

 大丈夫です。 

 他にはご質問よろしいでしょうか。どうぞ。 

 

○髙橋委員 

 その１２団体、１３件の提案があったものの、合意に至らなかったというところなのですけ

れども、その時点では合意に至らなかったとしても、こうすれば事業に持っていけるみたいな、

提案みたいなものは行政側からはその場ではあるのですよね。 

 

○事務局 

 そうですね。当然そういったお話もさせていただいたりとか、来年を待たずに今から周知に

協力しましょうとかというお話もありましたし、できるところとか、改善して何か今後の活動に

つながるところというのは、お話し合いの中で出させていただいております。 

 

○中川副委員長 

 意見交換会に出ていた提案については、できれば教えていただけるとありがたいです。 

 

○事務局 
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 お帰りまでに用意して、最後に一覧を配るようにしたいと思います。 

 

○山田委員長 

 事務局の印象は、染谷委員の印象とほぼ同じだったということですね。 

 

○事務局 

 おっしゃっていただいたようなことは、感じておりました。 

 あと、本日欠席の中野委員がサポセンから３分の２くらいの意見交換会に出席されています

ので、中野委員も何か感じられているところがあるかと思います。 

 

○山田委員長 

 それから、２点目の論点は、つまり、協働推進事業についてもマッチングのところのサポー

トというのがとても重要になってきているという印象がもう一個のところということですね。 

 

○中川副委員長 

 そうですね。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 他にはよろしいですか。 

 では、これは報告なので、このあたりで。ありがとうございました。 

 それでは、議題３に移ります。議題３が、本日のメインの議題となります。この後、事務局よ

り、協働推進事業の見直しの背景や、今後の展開の案について示していただきます。その案をも

とに、今日を含め数回かけて、市民活動推進委員会で審議していくという流れになります。 

それでは、議題３について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 ※（スライド○）は、その時投影していたスライド番号 

（スライド１） それでは、議題３「協働推進事業の見直しの方向性について」、ご説明いた

します。資料といたしましては、【資料２】を中心に使用しながら、説明の中で資料３～８も参

照いただく形で進めさせていただきます。なお、画面には、資料２を映しています。 

（スライド２） 説明の流れといたしましては、６月から入られた委員さんも多いため、はじ

めに項番１で「協働」や「協働推進事業」の定義、位置づけなどについてご説明します。次に、

項番２で見直しの背景、項番３で新しい仕組みのご提案、項番４で新たな制度と本委員会との関

わり方、項番５で今後の議題、最後に項番６で今後のスケジュールをお示しする予定でおります。

本日は項番２と３を中心にご説明いたしますが、説明は全体で約３０分～４０分程度になる見込

みです。 

（スライド３） それでは早速、始めさせていただきます。はじめに、茅ヶ崎市における「協
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働」の定義や位置づけについてご説明します。 

（スライド４） 茅ヶ崎市では、市政の方向性を示す全体計画として、茅ヶ崎市総合計画を策

定しています。現総合計画基本構想は、平成２３年度～令和２年度の１０年間の方向性を指し示

すものですが、その中では、２つの市政の基軸のうち、ひとつが「新しい公共の形成」となって

おり、公共サービスを行政だけではない多様な主体が担っていくビジョンが掲げられています。 

（スライド５） また、５つの「政策共通認識」のひとつとしても「協働」が挙げられていま

す。この中では、協働とは「行政だけでは対応できない地域課題の解決に、市民・事業者・行政

が協力して行動すること」とされています。 

（スライド６） 自治基本条例や、 

（スライド７） 市民活動推進条例においても「協働」の文言が組み込まれており、「協働」

については市として推進していくべきものです。 

（スライド１０） 資料３「協働のガイドライン」をご覧ください。平成２７年３月に策定さ

れた冊子で、茅ヶ崎市における「協働」が示されていますが、５ページにもあるとおり、「協働

の実施形態」は多様で、協働委託、指定管理、事業協力、実行委員会、共催など、様々な形態が

ございます。今回の議題となる協働推進事業は、協働の実施形態のひとつの形ですが、さきほど

の分類のうちでは、「事業協力」に相当するものです。 

（スライド１１） 次に、「協働推進事業」の仕組みなどについてご説明します。 

（スライド１２） 協働推進事業の大きな枠組みを規定しているのが、資料４「協働推進事業

の見直しの考え方」です。こちらは、平成２６年度の見直しの際に作成した資料です。 

２ページをご覧ください。６月に入られた委員さんもいらっしゃるので、改めて大枠を説明さ

せていただきます。「協働推進事業」とは、多様化・複雑化する市民ニーズにこたえ、行政だけ

では対応できない地域課題を解決するために、市民・事業者と行政とが協力して実施する事業で

す。フローのとおり、行政提案型、市民提案型の２つの枠があります。行政提案型は、行政から

協働で行いたい事業のテーマを提示し、市民活動団体等がそのテーマに沿った企画提案をして、

よいものを採択します。予算の上限は、事業を行う担当課が決定します。市民提案型は、市民活

動団体等から行政と協働で行いたいことを申し込んでもらい、担当課の候補と意見交換会をして、

合意形成ができれば企画提案をし、採択・不採択を決定します。予算は、市民自治推進課が１年

度１０００万円、協働推進事業は２ヵ年事業なので、計２０００万円の枠予算を確保していまし

た。 

６ページでは、協働推進事業の領域について触れられているほか、７ページ中段では位置づけ

が示されており、「多様な主体による市民サービスを定着させるためのステップとして活用する

ことを明確」にすると書いてあります。８ページのとおり、平成２６年度の見直しでは、継続率

の低さが課題となっていたため、定着を図るために、原則２ヵ年事業とし、継続判断の際には庁

内会議という手続を踏むこととなり、フローのような形になりました。 

（スライド１３） スライドに戻ります。協働推進事業は、平成１９年度から実施をはじめま

したが、今お示しした平成２６年度の見直し以外にも、資料５のとおり軌道修正を繰り返して制

度を運用してまいりました。 
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（スライド１４） 現在の協働推進事業の制度の枠組みは、大枠としては先ほどご説明したと

おりですが、詳細については資料６「募集要項」をご覧ください。 

（スライド１５） 「協働推進事業」に関する説明の補足として、類似制度のご紹介をいたし

ます。 

（スライド１６） 同じく新しい公共の形成を推進する制度に、「提案型民間活用制度」がご

ざいます。行政が直営で実施している事業について、民間に委託することで、より効果的・効率

的なサービス提供を行うものです。行政改革推進室という部署で所管しており、効率化を目指す

行政改革的な視点の強い事業です。公共サービスの担い手を拡充するという点、提案型であると

いう点については同じですが、協働推進事業は行政と民間とが協力して共に実施するという点で

異なります。 

（スライド１７） 同じく市民活動の推進を目的とする制度に、当課の所管する「市民活動げ

んき基金補助事業」がございます。議題１でもお伝えしましたが、げんき基金補助事業では財政

的支援のみで、事業は団体の自主事業であるのに対し、協働推進事業は行政と市民活動団体等と

の事業協力によって行われる事業で、その位置づけも公共事業となります。 

（スライド１８） ここまでで、協働推進事業をとりまく状況の概略をお話し、本題に入る前

に前提を確認させていただきました。ここまでの内容について、質問があればお受けしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

○山田委員長 

 特に新しく入られた委員の方から質問がありましたらお願いします。 

 特に無いようなので、続きをお願いします。 

 

○事務局 

それでは、ひき続き、今回の見直しの背景をご説明します。 

（スライド１９） スライド１９にお戻りください。最初に、前回平成２６年度に実施した見

直しの際にも大きなテーマであった、継続率の低さについてです。今回、平成１９年度実施事業

以降すべての協働推進事業の継続状況について、調査をいたしました。事業の一覧は、資料７を

ご覧ください。複数年実施のものは１事業と数えて、全５６種類の事業を調査しています。５６

事業のうち、３６事業６４．３％が終了、そのうち２５事業４４．６％が協働推進事業の終了と

共に完全に協力関係が終了しているものです。この中には、当初から終了を想定していた事業も

含まれています。１１事業１９．６％は、一定期間継続したものの今は協力関係が終了してしま

っています。継続している事業は全体の３５．７％ですが、そのうち、委託など、市からの予算

支出を伴う継続が１５事業２６．８％となっています。継続はされていても、予算規模は協働推

進事業として実施していた額の６割程度に縮小されています。市の予算を伴わない事業協力で継

続している事業は５事業８．９％となっています。協働推進事業にはパイロット事業的な要素も

あるため、市が実施している他の事業に比べるとどうしても継続率は低い状況にございます。 

（スライド２０） 継続率を上げるため、平成２６年度に協働推進事業の見直しを行い、新し
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い枠組みで実施されているのが平成２８年度以降に実施した１４事業です。終了を見越して実施

した事業以外は継続できているのですが、予算は先ほどより厳しく、半分程度に削減されていま

す。 

スライド１９と２０を比べますと、継続率が伸びていることから、事業の位置づけを明確にす

るプロセスの重要性が見えてまいります。 

また、いずれのスライドにしても、予算がなかなか確保できず、当初の予算規模を保てていな

い現状がございます。 

（スライド２１） 行政提案型と市民提案型で比べてみます。我々の予想としては、行政提案

型の方が継続率や予算の保ち方が良いのではないかと考えていたのですが、市民提案型の方が継

続率もよく、予算の縮小度合いも少なく、また、終了してしまった事業も継続年数が長いという

結果が出ました。 

 ひとつには、市民提案型だからこそ市民のニーズを吸い上げた提案ができているのではない

かと考えられます。 

（スライド２２） 提案の分野別にみてみます。なお、分野については担当課の部局によって

わけており、一部の事業は担当課が複数いるため重複してカウントしています。分野によって、

継続率に大きな差が出る結果となりました。福祉や、学校教育・社会教育などの身近で切実な市

民ニーズが想定される分野は継続率が良く、総務や企画など、行政経営分野の継続率は芳しくな

いことがわかります。 

（スライド２３） 平成２８年度以降に実施した事業についても、同様の傾向となっています。 

（スライド２４） ２番目の背景として、協働推進事業の実施件数が減少していることもござ

います。件数が減少している状況については、７月の推進委員会でもご報告したとおりですが、

このままでは、制度として維持していくことが難しい状況となっております。持続可能な制度で

あり続けるために、何らかの転換が必要であると考えられます。減少の理由についての分析に関

しては、次の項目と併せてご説明したいと思います。 

（スライド２５） ３番目に、「市財政状況の変化」があります。資料としてはあらわしづら

かったのですが、これが今回の見直しのもっとも大きな要因です。 

 市の予算総額は、赤丸のとおり、約７２０億円となっておりますが、 

（スライド２６） そのうちここ数年は９８％前後が経常的な経費、決まった支出に充てられ

ている状況となっています。 

（スライド２７） このような状況の中、少子高齢社会の進行などにより、義務的な経費は令

和３年度までに約２０億円、４年度までにさらに約２０億円増加することが見込まれており、下

の矢印のとおり、政策的な支出に充てられる財源がますます減っていくことが見込まれます。こ

のような状況下で、政策的経費は年々減っており、平成２９年度で約１３億円、平成３０年度で

約１０億円、令和元年度で約５億円と、既に３年前の４割以下に縮小しています。 

（スライド２８） 今後は、限られた財源での行政経営となり、事業の重点化・取捨選択が必

要となり、全庁的に大幅な事業の見直しが強いられているところです。協働推進事業として枠で

予算を確保するのが非常に困難な状況にあります。 
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（スライド２４に戻る） また、先ほど見直しの背景（２）としてお伝えした提案数の減少に

も、このような事情が関係しています。行政提案型は、テーマを公募する際に、庁内の理事者級

の会議に諮っているのですが、平成２９年度までは、その会議を通ると担当課が積算した予算を

新たにつけていました。しかし平成３０年度からは、そのような措置がなくなり、担当課は自課

の他の事業を廃止・縮小するなどして予算を捻出しなければならなくなったため、それまでは２

～３事業は継続的に出てきていた行政提案型がひとつもあがりませんでした。この表では、令和

元年度実施は平成２９年度に採択した２年目事業が２つあるのみとなっています。 

 また、市民提案型についても、３年目以降の継続の際には、同様に自課の他の事業を廃止・

縮小するなどして予算を捻出しなければならなくなったため、その展開を見越すと実施を足踏み

してしまうという状況が続いています。議題２で今年度の意見交換会についてふれましたが、担

当課候補へ意見交換会への出席を依頼しても、協働推進事業のための予算を確保する余力がなく、

事業に発展する見込みがないことから、出席の調整に苦労するケースもありました。 

 協働推進事業は、１事業につき１００万～２００万円程度をかけているケースが多いのです

が、現状では、予算規模の大きいこのような事業は行政内で非常にハードルの高い存在となって

しまっています。 

（スライド２９） しかしながら、「協働」全体をみると、実績は堅調に伸びていることが認

められます。冒頭で資料３「協働のガイドライン」をご覧いただきましたが、「協働」には「協

働推進事業」以外にも様々な形態があります。このグラフは、毎年庁内に照会をかけている「非

営利組織等との協働」の件数を示したものですが、平成２３年度と昨年度を比べると、全体とし

て２倍に伸びており、中でも共催は３倍、事業協力は２倍１５５件と、大幅に増加しています。 

 このようなデータや、庁内で執務を行う中でも、市民との関わりが増えているという実感が

あり、庁内で「協働」は浸透してきているものと考えております。一方で、ニーズのある「協働」

は、グラフのとおり、「協働推進事業」や「指定管理」のような規模の大きい協働というよりも、

「事業協力」や「共催」のような、比較的規模が小さい協働なのではないかということも考えて

おります。 

（スライド３０） 背景の最後として、新総合計画についてお話しします。今の計画の基本理

念の評価の中でも、下段のとおり、今後の課題としては協働推進事業という制度のあるべき姿を

検証することとなっております。 

（スライド３１） それをふまえて作成する新総合計画は、令和３年度～１２年度の１０年間

の方向性を示すものですが、主要課題としても「多様な主体との連携・協力」や、「協働の深化」

が挙げられています。 

（スライド３２） 行政運営の基本姿勢としても、「市民との関係の深化」が挙げられていま

す。 

（スライド３３） 全施策にわたる政策目標として、「市民協働」が挙げられています。 

（スライド３４） 具体的には、「市民主体のまちづくりの推進」として「市民との対等かつ

適切な役割分担による連携・協力」と記載される予定です。 

（スライド３５） 以上の背景を受けて、事務局で検討した制度の移行案をご説明いたします。 
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（スライド３６） 既存の協働推進事業の枠組みは、予算枠の確保が困難なことに伴い、今年

度募集している令和２年度実施事業をもって、廃止することを検討しています。 

 そして、今まで協働推進事業の前段で行っていた、テーマ募集から意見交換会を経てのマッ

チングというプロセスを充実させ、「（仮称）新たな協働推進制度」として整えることを検討し

ています。この新しい制度は、新しい総合計画に合わせて令和３年度から運用を開始することを

考えております。 

 本委員会の資料はあくまで現時点での事務局の想定となっております。市民活動サポートセ

ンターとの関わり方などについて、調整ができているものではありませんことをご承知おきいた

だければと思います。 

（スライド３７） スライド３７は、引き伸ばして資料８としております。資料８をご覧くだ

さい。 

 まず制度全体として、「協働推進事業」が持っていた、「提案型」の良さは維持したいと考

え、行政提案型、市民提案型のいずれの枠も維持したいと考えています。公共サービスの担い手

を増やすためには、行政だけでは解決できない課題や、行政が求めている市民力について提示す

る必要があると考えられることから、「行政提案型」を維持する必要があり、また、「市民活動

団体のもつ、自由度や柔軟な発想、当事者としての視点」を生かしていくためには、「市民提案

型」を維持する必要があると考えています。 

 「行政提案型」の方からご説明いたします。「周知」の段階に「『協働』の研修」とありま

す。これまで毎年行う庁内の協働の研修では、係長級の職員を対象にして、主に「協働推進事業」

を扱っていましたが、今後は、様々な形態での「協働」を紹介したり、ワークショップなどの形

態で協働をより身近に感じ、実務を実践する中で協働がふさわしいものがないか考えたりするこ

とができる研修を行いたいと考えております。これまでも、新入庁職員に対しては、サポセンで

協働の研修を行っていただいておりますが、職務経験を経てから「協働」について研修を受ける

機会がなかなかないため、このような研修を考えております。 

 その後、「募集」の段階ですが、「（仮称）協働の種」という形で、行政だけでは対応が難

しく困っていることや、市民とともに実施ができないか検討していることなどを募集します。今

までのような規模の大きな事業だけではなく、例えば、「課の事業として歌体操講座を各種施設

で開催しているが、一緒に歌体操のレクチャーを行ってくれる市民活動団体はいないか」などの、

ゆるやかな協力関係、協働につながるものも含めて募集します。 

 「具体化」の段階として、前述の「（仮称）協働の種」をもとに、市民自治推進課で協働を

希望する課かいにヒアリングします。希望する協働の形態によって、団体の適切な選定方法も異

なるため、選定についても検討していきます。例えば委託料を支出する場合には公募や入札が必

要となりますが、事業への協力を講師料を支出するなどして依頼する場合には対応が可能そうな

団体へのお声がけにするなどです。 

 ある程度協働の構想が固まった段階で、次の項目「（仮）パートナー団体」選定の相談をサ

ポセンとさせていただき、公募以外の場合には、次のステップとして「協働に向けた意見交換会」

を行います。ここで、協働を希望する課とパートナー候補の団体に、協働の実現に向けて意見交
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換を行っていただき、実現可能な形に整えていくという流れです。 

 「市民提案型」の方も、おおまかな流れは同じです。これまで、「協働」の周知は「協働ア

イデア提案コンテスト」を通して行っていましたが、市民活動団体や、市民にはまだまだ「協働」

という考え方が広まっていない、正しく認知されていないという現状があるものと思いますので、

まずは「協働」という概念の周知を行っていきたいと考えております。 

 その後、「募集」の段階ですが、「（仮称）協働の種」という形で、行政とともに取り組み

たいと考えていることを募集します。これまでの「意見交換会申込」に相当するものです。市民

活動団体の総会シーズンである６月に、強化月間という形で集中的な募集を行いたいと考えてい

ますが、これまでのように予算執行のためのスケジュールに従わなくてもよくなるため、通年応

募を受け付けて対応できる形にしたいと考えています。 

 その後、「協働」に向けた事前打合せを行います。このステップは、これまでの制度と異な

る点です。これまでは、意見交換会の申込期日から、企画提案期日までが１ヶ月足らずとタイト

なスケジュールであったため、申込後すぐに担当課候補とマッチングする必要がありました。し

かしながら、団体の考えがまだ漠然とした段階であったり、行政に何を求めているかが不明確な

場合が散見され、もう少しじっくりヒアリングして具体化できていれば協働に結びつきそうだと

いうケースもありました。行政の内部でどのような施策をしているかがよくわからないという声

もききますので、施策に関しての情報提供をすることも可能です。パートナー課かいとの引き合

わせをする前に、じっくりと話を聞く場を設けることで、協働につなげやすくするとともに、よ

り適切なパートナー課かいの選定ができるものと考えております。 

 その後、サポセンと市民自治推進課でパートナーになり得る団体について検討し、意見交換

会の場を設定できればと考えております。 

 このようなプロセスを経て、様々な「協働」の形態に結び付けていくこととなります。協働

推進事業ですと、マッチングが成立した後は、担当課と実施団体が直接やりとりし、市民自治推

進課での介入は行っていませんでしたが、今後は伴走支援を充実させたいと考えています。 

（スライド３８） 制度設計のポイントについて、詳しくご説明いたします。 

（スライド３９） まずは、「協働に対するハードルの引き下げ」です。背景として、協働推

進事業のハードルが高いことがあります。冒頭でもご説明したとおり、行政側にとっては、協働

推進事業は予算確保などの大きなハードルがあり、取り組みやすいスキームではなくなってしま

いました。 

 市民活動団体からも、公開プレゼンや実施報告会のための書類作成、当日の参加など、かか

る労力が大きいという声をいただいています。 

 そこで、「協働推進事業」という数十万～１００万円規模の事業提案という形ではなく、ち

ょっとした事業協力などの提案にも間口を広げたいと考えています。 

（スライド４０） 次に、「新たな協働可能性の開拓」です。背景として、提案団体の固定化

がございます。特に前回の見直し後である平成２８年度以降についてみると、約半分の事業は、

すでに協働推進事業を実施したことのある団体が行っています。サポセンに登録のある団体には

毎年協働推進事業のチラシをＤＭで送るなどの周知を行っていますが、ハードルの高さもあいま
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って、提案団体が固定化している状況です。身近な協働イメージをつくり、協働の裾野を広げて

いきたいと考えています。 

（スライド４１） ３番目に、「信頼関係を育む丁寧なマッチング」です。協働推進事業のス

キームでは、予算執行のスケジュールの関係上、お互いをよく知らないままにマッチングを性急

に行わざるを得ず、行政側にとっても、市民活動団体側にとっても、不安要素となっている状況

がうかがえます。行政側については、協働推進事業は他の公共事業と同様に、成果指標の達成を

求められるものであることから、このスライドの【背景】にもあるとおり、人員体制や経営体力

など、団体に求める水準が上がってしまっていることが認められます。新たな協働推進制度にお

いては、協働のハードルを下げた上で、丁寧にマッチングを行うことにより、不安を払拭しなが

ら関係性を築いていけるようにサポートしたいと考えています。 

（スライド４２） ４番目に、「多様な協働形態の推進」です。協働推進事業にとらわれない

マッチングにより、本来あるべき多様な協力関係、協働を実現していきます。 

担当課や団体さまからも、役割分担のバランスが難しいというお声をいただいております。 

（スライド４３） 協働推進事業の中で蓄積されている役割分担も参考にしながら、事業全体

を共有するケースだけではなく、たとえば情報の共有や、場所の確保など、必要な部分のみを切

り分けて協働するなど、より実現性の高い、持続可能な役割分担で協働ができるようサポートし

てまいります。 

（スライド４４） 最後に、伴走支援です。これまでの協働推進事業ですと、マッチングが成

立した後は、担当課と実施団体が直接やりとりし、市民自治推進課での介入は行っていませんで

したが、協働の形態に応じて協定書のつくり方をサポートしたり、資金についても、市税から捻

出できない場合にも民間からの資金獲得をサポートするなど、支援を行ってまいります。 

  

ポイントの説明は以上となります。 

このように、枠として２０００万円の予算は確保できませんが、そのかわりに予算や年度とい

う枠組みに縛られずに制度を展開することが可能となり、必ずしも協働推進事業という事業化を

目指さない形で、より小さな団体とも、時間をかけて丁寧にマッチングできるものと考えており

ます。 

なお、これまでどおり、このスキームを経なくても、各課かいと市民活動団体が協働していく

ことは可能です。協働推進事業のときと同様、「どの課かいに、どのように話を持ちかければよ

いかわからない」「市内にどのような団体があるかわからない、どう声をかけていいかわからな

い」などのような場合に、市民自治推進課や市民活動サポートセンターが間に入るようなイメー

ジで考えています。 

 

（スライド４６） 市民活動推進委員会の皆さまには、これまで協働推進事業の採択・評価に

携わっていただいておりましたが、制度を新しくする上では、その関わり方も変容してくるもの

と考えています。 

 この事務局案ですと、年に１回、スライド２９で示したような協働の実績について御報告を
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させていただき、より推し進めていくべき事項等について、包括的なアドバイスをいただく形に

なるかと思います。 

 また、協働の推進状況に応じて、制度自体をさらに見直していく際に、今回のようにご意見を

うかがうこととなります。 

 今後の重点事項といたしましては、まず今年度は新制度の骨子を形づくるための審議がメイン

となります。今ご提示した事務局案について、よりよい、より適切な形にしていただけたらと思

います。 

 それをふまえ、来年度は資料３「協働のガイドライン」を改訂するとともに、及び資料４「協

働推進事業の見直しの考え方」に相当するものを作成するため、そのための議論が中心となりま

す。 

（スライド４８） 今後のスケジュールとしては、本日の審議後、協働推進事業に携わった職

員へのヒアリングや、団体等へのアンケートを実施し、今後の方向性について庁内会議にかけて

まいります。次回の推進委員会は、１月の第２週、６日～１０日の開催を予定しておりますが、

日程については、あらためて調整のご連絡をさせていただきます。次回の委員会でも案が固まら

なかった場合には、必要に応じて、２月下旬～３月上旬ごろにもう一回審議の場を設けることも

検討しております。来年度については、フローのとおりです。 

 

 最後に、本日の審議についてですが、会場の都合上、１２時を目途にお願いできたらと考え

ております。おそらく、皆さまの意見が出尽くさないとことと思いますので、会議後もメールや

お電話での意見提出をお受けしたいと思います。また、お時間をいただければ事務局が出向いて

意見を伺います。少ない時間の中ですが、ご審議をお願いいたします。 

 事務局からは以上となります。 

 

○染谷委員 

 この資料というのは、内部だけの資料ですか。 

 

○事務局 

 いいえ。一般に公開しております。 

 

○染谷委員 

 そうなると、資料のつくり方で疑問なところがあるのです。その内容もいいですか。 

 

○山田委員長 

 どうぞお願いします。 

 

○染谷委員 

 パワポの２０番目、ここだけ終了が左に行って、継続が右に行っているのですが、これは資
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料上おかしいんじゃないか。 

 

○事務局 

 おっしゃるとおりで、直そうと試みたのですけれども、私のスキル不足で直し切れませんで

した、申しわけございませんでした。 

 

○染谷委員 

 それと、おそらく平成２８年度からのほうがいい結果になっているのじゃないのかと思うの

ですね。継続率に関しては。だから、これをもっと強調したほうがいいなと思うのと、それと同

じことが、２２ページと２３ページの折れ線がちょっとわかりにくいのですよ。なぜかというと、

２３ページは、参加もしていない、案件もないのに提案というのは、これはゼロじゃなくて対象

外なので、ここの線に入れちゃいけないのではないですか。 

 

○事務局 

 はい。 

 

○染谷委員 

 そうなると、２８年度以降は継続率が高いなというイメージが余計高いものについては高い

なというイメージがよくわかるなということなので、最終的には、これを見させていただいて、

おそらくこの２８年度の前と後で、この委員会が絡む入り口と出口のところがうまくいって継続

率が上がっているのじゃないのかなと。ただし、逆に言うと、絞り過ぎちゃって、市民提案型が

ゼロになってしまった。今回はゼロになっていますよね。という意味では、継続率が上がるとい

うことは、逆に言うと事業が減るということも、実はうらはらの内容としてあるので、このグラ

フの実施件数の減少はあるけれども、応募件数を入れていただいて、応募件数は増えているとい

うようなグラフもあっていいのじゃないかなと思うのですが、これはあくまで私の意見です。 

 

○事務局 

 げんき基金に比べると、協働推進事業に関しては、不採択というものがほとんどない状況で、

実施事業と応募事業というのはほぼ同数になっています。 

 

○染谷委員 

 言いたかったのは、協働の説明会のときに、１２事業団体１３件というのが来ました。 

 

○事務局 

意見交換会の申込件数ということですか。 

 

○染谷委員 
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 意見交換会に。そのときは一応来ているわけですから。これだと、まるで市民がやる気がな

いように取られちゃう。そうじゃなくて、意見交換会に来たところというのは何か数字があった

ら、もっと盛り上がっているから、もっとここについてこうすべきじゃないかというところがう

まく出てくるのじゃないかなと思ったということです。皆さん頑張っておられますね。見て、参

加させてもらってよかったなと思いますし、もうちょっと本当は幾つか出るべきだったなという

ふうに反省はしています。 

 

○中川副委員長 

 ちょっと聞き漏らしたところを質問していいですか。 

 

○山田委員長 

 どうぞ。 

 

○中川副委員長 

 ２７なのですけれども、政策的経費に回る金額を聞き漏らしたのですけれども。 

 

○事務局 

 政策的な経費に回る金額、実績としては、平成２９年度で１３億円だったものが、平成３０

年度で１０億円、今年度は、予算の段階ですが、５億円ということで、３年前の約４割になって

いるような状況です。 

 

○中川副委員長 

 わかりました。 

 

○山田委員長 

 他にはどうでしょう。どうぞ。 

 

○岩壁委員 

 協働事業に対するハードルを引き下げたいというのは、私はとてもいいことだと思うのです。

市民にそれだけ参加意欲が出るような内容なのかなと思います。ただ、協働事業となると、大変

重いものなのだろうと思うのですよね。げんき基金とは違って、行政提案型と市民提案型の両方

があり、市と一緒にやるわけですから。 

 その中で、先ほど表の説明がありましたけれども、５６件のうち継続しているものが２０件

をちょっと超えているくらいですかね。継続していないものについては、もう目的を達成したも

のなのかどうか。あるいは、事業が目的を達成したからしなくてもいいのだとか、あるいは、財

政的な問題で、継続したかったのだけれども、なかなか難しいとか、そういう事情も中にはある

のかもしれませんけれども、いかがでしょう。 



 24 

 

○事務局 

 様々なケースがありまして、記憶に新しいところでは、市民文化会館の改修に伴うアートペ

イントの協働推進事業などは、最初から２年間で終わりにするものと決めてからやっていました

ので、そういうものも含まれております。一方で、ポータルサイトのように、続けたかったのだ

けれども、結局どうしてもお金が、一定のランニングコストがかかるという事情もあるので、市

民の側からも存続を望むお声もいただいていたのですけれども、終了している事業もあります。 

 そのあたりも整理した形で提示できればよかったのですが、事業開始当初のものなどは行政

側に記録が残っておらず、追いきれていないというところがございます。 

 

○岩壁委員 

 継続については、課題ですよね。新総合計画との絡みもおそらくあるでしょうし、それから、

こういう言葉を使うのが適切かどうか、わかりやすさのためにあえて言うと、市民の成熟度によ

って随分提案の仕方が違ってくるのだろうと思うのですよ。それによって随分、協働型の企画書

などが変わってくるのだろうと思うのですよね。ですから、ハードルを引き下げたことはとても

いいことなのですけれども、その辺のうまいアドバイス、サジェスチョンというか、行政の担当

課も大変だなあと、お聞きしながらそう思っているのですが、いかがでしょうか。全般の印象で

す。 

 

○事務局 

 成熟度という点に関しては、まだげんき基金と協働の違いもわからないという方や、協働推

進事業が公共事業であるという意味がしっくりきていない方も確かにいらっしゃいます。ただ、

それは市民の方々の勉強不足ということだけではなくて、我々の周知不足もあったのかなと思っ

ておりますので、そちらについては力を入れていきたいということはひとつ思っております。 

あと、担当課の負担のお話ですけれども、協働推進事業となると、担当課の負担が非常に重い

事業も存在するのは事実です。ただ、担当課の話を聞いていますと、普段の事業の中に市民活動

団体に来ていただいてやっている事業があったりとか、いい関係が築ければ、職員の事務負担も

減りますし、市民目線を取り入れることもできますし、とても理想的なものになるということも、

お互いウィンウィンという事例もないわけではないので、そちらにシフトしていきたいというふ

うに思います。 

 

○山田委員長 

 どうぞ。 

 

○中川副委員長 

 全般でいいですか。 
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○山田委員長 

 結構です。 

 

○中川副委員長 

 これは、新たな協働推進制度のイメージがある。市民団体にしろ、行政型にしろ、市民型に

しろ、予算があれば、結構意欲も出てくると思うのですけれども、基本的に予算が結構ない中で、

新たなテーマで提案するというのは非常に大変な意思がいるというか、大変になると思うのです。

この中で言葉として、「協働の種の募集」と書いてありますね。市民提案型も「協働の種」とい

うふうにお書きになっているのですけれども、その種をどう探すかということの一つの方法とし

て、方法といいますか、考え方として、今、総合計画の策定をやっていると思うのですけれども、

今の茅ヶ崎の市民社会が抱える課題は何なのというようなところを総合計画の策定の中で議論さ

れているのだろうと思うのですけれども、そこの中で何が課題になっているのかということと、

「多様化する市民ニーズ」ということをずっとこの中でたくさんおっしゃっていますけれども、

その「多様化する市民ニーズ」の中身をもう少し「何なの」ということを突っ込んで考えていか

ないと、「協働の種」を探すにしろ、種のイメージが非常に難しいだろうなと思うのですね。 

 この間、タウンニュースを見ていて、子どもの貧困調査が載っていて、こんな調査をしてい

るのだなと思って、どうやって見れるのかなと思ったら、わからなくて、アクセスできなかった

のですけれども、知り合いに聞いて、ヤフーのホームページを見たら出てきたのですね。それで、

ああ、こんな調査をされているのだなというようなこととか、あるいは、単身世帯がものとても

増えている、家族の中の形がものとても変わってきているというようなことですよね。そうする

と、世の中で言われる、孤独死の問題とか、あるいは、独り暮らしでいろいろと困っていること、

あるいは災害が起こったとき、大変でしたよね、今回も高齢の。そういうテーマの探し方、種の

探し方の中に、もう少し社会的な今の動向とか、少子高齢化、人口減になるというようなことで

あれば、その辺のイメージをもう少し皆さんで持ちながら種探しをしていくというようなことが

結構大事かなということをずっと感じていまして。 

 きちんと茅ヶ崎市なりにお考えになっているとは思うのですけれども、例えば、貧困の調査

も、あれは国レベルで予算がつくのですよね。調査費というのがついていて、神奈川県もやって

いると思うのですけれども、横浜もやっていて、計画はとてもつくるのです。計画はつくるけれ

ども、その次の実施段階が、予算がない中で、今回、市民活動の支援のメニューの中に、結構学

習支援も出てきているし、子ども食堂みたいなものも出てきているし、居場所づくりみたいなも

のも出てきていますから、何かそういうある種のテーマ性、社会的なニーズに対応する、あるい

は課題に対応するテーマ性みたいなものを念頭に置きながら、もう少し突っ込んだ種探しという

か、あるいは種があれば、それを大きく膨らませて、熟度の高いものにして、できれば予算をつ

けていくとか、予算をつける、あるいは事業化するというような方向性があると、私たちも委員

会としての視点を出しやすいかなという感じがします。 

 

○山田委員長 
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 他にはいかがでしょうか。まとめない議論なので、いっぱい観点を出していただけるといい

と思います。どうぞ。 

 

○北川委員 

 今の中川委員のお話にもとても共感するものがありまして、この協働推進事業、私もＮＰＯ

サポートちがさきで２回、過去にやらせていただいて、そのときに協働をテーマにした事業だっ

たので、とても難しいなと思ったのは、協働自体が目的ではなくて、手段の一つでしかないので

すけれども、どうしても協働を推進していこうとすると、協働自体が目的になっちゃうような事

業になってしまって、これがなかなか制度として持ってこれないなというのが、自分としてもこ

こ数年来の課題意識であったのですね。 

 最近とても感じるのが、例えば、新しい制度のもとで言いますと、最初の協働の研修という

ようなテーマのこの辺をどうやって仕掛けていくかなというのがとても重要かなと思っていまし

て、私、今年１個勉強会をやっているのがあるのですけれども、それは、市内のひきこもりの方

の支援のあり方みたいなものをテーマにして、翔の会さんとか、あとは、つながっている企業関

係者の中で勉強していって、テーマとしては、課題の共有とお互いの相互理解というものをまず

やっていって、今、半年くらいたつのですけれども、その中で、ようやく新しいひきこもり支援

の事業をつくっていこう、みたいな状況になっているのですね。 

 何が言いたいかというと、結局、課題意識の共有と相互理解というのは、協働の大前提とし

て重要なことかなと思っていまして、施策をどうつくっていくのかというのが、協働のまちづく

りをしていく上での重要なポイントじゃないかなと感じております。 

 予算が減ってしまうというのは、明らかに仕方のないことではある一方で、例えば、休眠預

金が、この年末から来年にかけて民間に落ちてくるという状況にある中で、休眠預金というのは、

若者支援だったり、貧困支援だったり、草の根活動だったり、ソーシャルビジネスというところ

に、年間でスタートが３０億くらいからですけれども、ポテンシャルは７００億あると言われて

いまして、世界でもその動きが進んでいるという中で、多分、そういう外からお金を取ってくる

というのがテーマになってくるので、この伴走支援をしていくというのは本質的に重要なことか

なと思いました。感想めいたことなのですけれども。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 改定の骨格のような議論もたくさんご指摘いただいているので、そちらに移ってくださって

も結構なので、今回の新制度、新たな協働推進制度へといったような内容についても、もしもご

意見があれば、発言していただきたいのですね。今日は言いっぱなしで大丈夫なので、議事録を

もとに、今日の提案や今日の意見というのが次の回に反映されるというのが先ほどの説明でした

ので、今日、まとまりをつくるということは特に考えていませんので、まずは考え方ですとか意

見というレベルのものをたくさん出していただければというふうに思っています。ということで、

関連するものでも、そうではないものでも結構ですので、どうぞお気づきになったらご発言いた
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だきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○柴田委員 

 そうではないところで言ってもいいですか。 

 

○山田委員長 

 はい。 

 

○柴田委員 

 そもそも協働というのが市民目線と行政目線でずれがあるという話をしていたじゃないです

か。ということは、新しくそれを考える前に、まずそこの目線合わせをどうするかというのを考

えておくのも必要なのじゃないかなと思ったのですよね。市民が思う協働と、行政が必要という

か、思っている協働というのがそもそも違うのであれば、新しくしても、今ここに挙げられてい

るイメージに近付くかどうかというのを、言葉の選び方はわからないですけれども、ここで挙げ

られているような形にはならない可能性もあるのではないかと思うので、まず、市民と行政の目

線合わせみたいなのを一回入れておくというか、しておいたほうがいいのじゃないかなと。協力

でもいいし、協働というキーワードでもいいのですけれども、その辺の意見交換みたいなのがあ

るといいのじゃないかなと、話を聞いていて思いました。 

 

○山田委員長 

 制度を固めるまでのプロセスにそういう段階を置いておいたほうがいい。 

 

○柴田委員 

 はい。じゃないと、お互いに協働のイメージがそもそも違ったら、一緒にやるときにずれが

生じてしまうので、だったら最初に、やる前に目線を合わせておくことが必要なのじゃないかな

と思いました。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。どうぞ。 

 

○北川委員 

 その協働のイメージはプロセスですか。協働の今想定しているギャップがあるところという

のは、テーマなのか、実施のプロセス。 

 

○柴田委員 

 両方。どっちも。多分どっちにもずれがあると私は感じていて、市民の課題設定と行政の課

題設定、市民の考えているプロセスと行政の考えているプロセス、どっちにも多分ずれがあると
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思うので、両方話し合えるというか、すり合わせられればいいのかなというのがあります。でも、

多分、課題のほうが市民目線と行政目線ではずれがあるのかなという気はします。 

 あと、「協働」そのものとか「対等のパートナー」という言葉自体にも、市民にはあまりし

っくりこないのじゃないかなと。行政との対等とかというのは。一市民が行政と対等というのは

何？と思うと思うので、対等の意味というのもちゃんと一回考え直したというか、市民と一緒に

考えていったほうがいいのかなと思いました。 

 

○山田委員長 

 その点で言うと、僕もこの提案については事務局と一度話をしたところですが、プロセスの

側で言うと、今回、この提案は、推進というものの意図が大きく変換されているので、そこがと

ても心配なところの一つです。その意味は、今までは推進というのは、協働できる団体も育てる

意思があるというところで、人とモノと金のサポートがセットになっていた。でも、今回の場合

はマッチングが中心となっているという点で言うと、情報提供すれば協働の形が成立をするとい

う段階にシフトしている感じがするのですね。だから、そうすると、協働できる団体というのは

もういて、情報提供をこまめにやっていけば協働が成立をするという段階の制度に脱皮をすると

いう意思でもあるので、それで本当にいいかどうかというのは、ここの委員会で議論しておかな

ければいけないポイントなのかなというのが１つ目の話なのですね。 

 ２つ目は、僕はもうちょっとそういうサポートを続けるべきではないかなというふうに思っ

ているので、もしも協働推進制度がこの形で脱皮をするということになるのであれば、その前か

後に新たに団体を育てるとか、団体のもうちょっと違う角度のサポートをするような仕組みを、

例えば、げんき基金と協働の間にかませるべきではないかとか、それから、先ほどから事業の終

了という話をしているのだけれども、協働推進制度が終わった後の次の段階のサポートについて

どのようにすべきなのかというのを、必要ないかどうかという議論をしておかなければいけない

のではないかというのが２つ目なのです。だから、プロセスの点で言うと、そういう議論を委員

会の中でもうちょっと詰めておく必要があるのではないかなというふうに思っています。 

 

○柴田委員 

 話を聞いていて１個思ったのが、ここに出てきた話の「協働のパートナー」というのが、崇

高な団体のイメージになってしまって、最終的に広く緩やかな協働みたいになっていたのですけ

れども、最初、話を聞いている途中だと、でき上がった団体じゃないと協働していけないのじゃ

ないかなというイメージが、今日話を聞いていて思ったので、ハードルが上がっていないかなと

思っちゃって、そうすると、開かれたとかという意味合いじゃなくなるから、そもそも協働のあ

り方自体を見直さなきゃというか、言葉とか、全部ガラッと変えなければいけないのじゃないか

なというイメージを持っちゃったので、そういう意味で、山田委員長が言っていた、育てるとか、

そういうところをもうちょっと、もし変えるのであれば、前後に用意しておいたほうがいいよう

な気がするのですよね。これだと、多分ハードルが上がるような気がしてしまっているのです。

感覚的に。 
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○山田委員長 

 というふうに市民は読めてしまうのは逆効果ですねという、提案としてはそのとおりですね。 

 

○北川委員 

 僕はちょっと視点がもしかしたら違うかもしれないのですけれども、協働推進事業自体は、

それなりにレベルが高いものだと思うのですよね。公共事業に入ってくるものだと思うので。や

わらかな、団体としてあまりきっちりできていないところがその段階で参画できるようなもので

はないのかなという気がしています。なので、げんき基金であれば、スタートとステップアップ

ということで、段階的になっていくのかなとは思うので、協働推進事業に関しては、ハードルが

高くてもいいと思いますし、これが全市民的に向いている制度でなくても、別にいいのじゃない

かな、ある程度特定の対象者でいいのじゃないかなと思うのですけれども。 

 あと１点、この委員会に参加させていただいている中でとても感じるのが、今、委員長がお

っしゃっていましたように、市民活動団体を育てるというか、一定程度、こういうベクトルの市

民活動団体を増やさなきゃいけないという方向性は持ったほうがいいのかなというのは感じてい

ます。いわゆる一つの政策として、教育的な視点よりも、例えば、この分野でこういう活躍をし

てほしいような団体が増えるといいなとか、そういう方向性を持った上での市民活動の底上げを

目指すというのは、もう少し制度としてあってもいいのかなというのは感じています。 

 

○山田委員長 

 そこが、中川委員と北川委員がさっきおっしゃるようなテーマ性とか課題共有というところ

とどのくらいつなげてよいかというのは、コントロールできないし、あまりし過ぎてもというふ

うに思っている方もいるので、そういう微妙なバランスを、この委員会としてはこの提案に対し

てもうちょっと言っておいたほうがいいのじゃないかなというふうに思っているのですね。だか

ら、テーマはテーマでみんな心配なので、これは共通の課題ですよねというところはあると思う

のですが、だから、協働をこういう団体をつくって盛り上げていきましょうというところまでを、

例えば、この委員会や市がどのくらいタッチできるのかというのは、わりと微妙な話題だと思う

ので、多分それはプロセスの話だと思うので、むしろそちらのほうが重要ではないかなという気

はしているのですね。だけど、今までは、少なくともお金を出しますよとか、モノも出しますよ

とか、人も出しますよというふうに言っていたので、そこがブラックボックスになって、自動で

行われていたけれども、今回はそこを明確に切り離すのはどうかという提案なので、それがむし

ろ、かえって浮かび上がってくるのではないかというイメージで、とても大きな転換だなと感じ

ているのです。 

 

○北川委員 

 もう一点、協働のパートナーのイメージとして、対象者はいわゆる市民活動団体に絞ってい

るものですか。 
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○事務局 

 市民活動団体の他、事業者の中でも提案の事業を非営利でやっているのであれば、そことつ

なげていくこともあるかなとは思っています。 

 

○北川委員 

 じゃ、その対象者の主体としてＮＰＯ法人などそういうところに限っているわけではなくて、

例えば、株式会社が入ってくるということも想定をしている。 

 

○事務局 

 そうですね。その内容が営利活動でなければ。それは、既存の協働推進事業も同様です。 

 

○北川委員 

 ありがとうございます。 

 

○山田委員長 

 でも、協働と言ってしまったら、別に関係ないですよね。ゴールとしての協働というのをこ

こで決めましょうという話にすると、そこは関係ないですよね。別に委託は、業者が委託もしま

すし、例えば、駐車場の運営は、いわゆる企業がやっているわけですよね。だから、これを例え

ば、これは指定管理制度など委託制度ですよね。多分駐車場は。 

 

○事務局 

 委託であったりとか、指定管理も確かに協働として数えているものもあるのですけれども、

今おっしゃったような駐車場の管理運営などは協働としてはカウントしていません。委託や指定

管理の中でも、協働の要素があるものに限っています。 

例えば、市民プールも指定管理にしているのですけれども、あれは協働的な指定管理ではない

という位置づけです。協働の指定管理というと、例えば、サポセンなど、あとは各コミュニティ

センターみたいな、受託者と市が話し合いながら管理運営内容を決め、進めていくようなものに

限っています。 

 

○山田委員長 

 さっき言ったスライド２９番のところというのは、その観点ですか。 

 

○事務局 

 そうですね。その観点で数えたものですね。委託も、例えば先ほど言及されていた駐車場管

理運営であったり、エレベーターの保守点検みたいなものはこの中に含まれていません。 
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○山田委員長 

 そういうのも入れると、実はもっともっと協働しているということなのですね。 

 

○事務局 

 それを協働と言うかという問題はありますが、公共事業の担い手が民間に移っているものは

スライド２９で示したものよりずっと多いです。 

 「協働」と定義するものの区分けは、事務局でもかなり悩んでいて、特に委託になると、民間

の事業者もいろいろいる中で、単純に経費削減を目的として仕様書で決められた内容を淡々とこ

なす類のものであれば、それは、協働ではないというような定義ができると考えています。けれ

ども、それ以外のところをどうやって扱うかというのを事務局も悩んでいるところで、協働のガ

イドライン、資料３の中に、５ページのところに区分けがあるのですけれども、これは市として

作成した資料で、対外的にも公表しているのですけれども、このあたりの区分けについても、協

働推進事業の見直しに合わせて整理をしていく必要があるのかなというふうに考えております。 

 

○岩壁委員 

 事業委託で協働と捉えているのは、市の条例に基づいた事業を行っているというところが多

いですか。例えば、コミセンなど。 

 

○事務局 

 協働委託が必ずしも条例で定められているわけではないですが、おっしゃるとおりコミセン

は条例に基づいて運営されています。 

 

○岩壁委員 

 あれは指定管理ですね。収益を求めていませんよね。事業委託料がきて、もし残った場合は、

市へ返還しますよね。そういう理解でいいですか。 

 

○事務局 

 そうですね。協働の事業の中では、基本的に収益が出ない、もしくは収益が出ても市に返還

してもらう収支形態になっているとは思います。 

 

○岩壁委員 

 市民の利便性など、公益性があるということですよね。 

 

○山田委員長 

 今のご質問に関連すると、２２番のスライドで説明してくださった、提案の分野別のところ

での話の中で、右に行けば行くほど継続率が上がらないというのは、さっき、行政経営分野はあ

まり高くないというのは、結果的にそれは協働の枠から外れていくという解釈なのですかね。も
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しここがうまくいくと、実は協働の枠から外れて、もっと違う連携の方法が採用されている可能

性がある。 

 

○事務局 

 違う連携の推進というのが提案型民間活用制度のような新しい公共の推進に関するほかの制

度を意図されているのだとすれば、行政経営に関するものはそちらの方が採用されているという

可能性もあるかもしれません。 

ただ、この図を提示した意図は、この分野は協働が適さない、ということではなく、どちらか

というと逆で、協働を推進していくべき分野があるというところで、中川副委員長がおっしゃっ

ていたような、重点分野みたいなものもあってもいいのかもしれないという話につながっていく

ものと考えておりました。 

 

○山田委員長 

 そうすると、言葉の整理ももう少し必要だということですね。つまり、そもそも協働という

のが目指す、協働というのは何かという定義はあっても、協働の先に何を目指すのかという言葉

の整理も必要になってくるということですね。 

 

○事務局 

 協働というのは手法でしかないということを考えると、協働の先にあるものとしても、１つ

には、新しい公共の形成というか、公共を行政だけが担わない状態というのが全体としてはある

と思いますし、それ以外のその先というのは、各分野において、協働した先にどういう課題解決

が見えてきて、どういうまちづくりがあるべきかということになるのではないかと思いますが。 

 

○山田委員長 

 ですよね。だから、先ほど染谷委員が冒頭にご指摘くださったように、なくなることが一番

好ましいという事業と、続くことが好ましいという事業がある中で、なくなるのはこれで一旦見

えなくなるので、これが１つの成功だとすると、どのように続けるのかということについてもも

うちょっと整理をしておかないと、いわゆる市が考えている協働の枠の中で続けてもらいたいの

か、あるいは、先ほど岩壁委員がおっしゃるように、その協働の枠を超えて、もっと柔軟な連携

とか協力といったようなものが想定されないといけないのかということにある程度整理をしてお

かないと、北川委員の質問には答えられなくなっちゃうということですよね。そういうことです

よね。 

 

○事務局 

 今おっしゃった「協働の枠を超えた柔軟な連携協力」が、もしかしたら、我々事務局のイメ

ージだと「協働」と捉えているものなのかもしれません。 

例えば、スライド３７にあるような「様々な「協働」」の中に、「事業協力」がありますが、
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これには本当に細かなものが含まれていまして、どこどこの団体がこういう事業をする際に、場

所を市役所で確保したとか、そんなちょっとした連携関係みたいなものも含まれています。その

ようなちょっとした連携関係こそ実はニーズがあるのではないかとは思っていて、むしろそうい

うものに裾野を広げていきたいという意図なのですが、おそらく柴田委員にはうまく伝わらなか

ったのかなと思って反省しているところなのですけれども。 

今までの協働推進事業と考えるととてもスケールの大きなものなのですけれども、「協働」に

関してはとてもグラデーションがあるものだと捉えているので、協働推進事業のような公共事業

として全て最初から最後まで事業協力をしてという形以外にもいろいろな形があり得るのかなと

思っています。 

 

○事務局 

 ３７ページの資料の左下にあるような形で、「多様な『協働』の実現」ということで、ここ

の幅が本当に広くて、この中の今までの協働推進事業を一つ切り出すとハードルが高いものだっ

たのですけれども、それ以外にも本当にいろいろな協働の仕方があるので、こういった幅広いも

のにどうやってつなげていくかというのをこれから考えていきたいということですね。 

 

○山田委員長 

 そうなのです。そこを多分北川委員の質問はポイントが結構あって、それを市民とか非営利

でないといけないのですかというのは、整理しておかなきゃいけないのですかということなので、

その整理は大変重要ではないかなということですよね。 

 例えば、以前、協働でもあったのですけれども、まちあるきガイドのトランシーバーみたい

なのを使ってやるようなビジネスが例えば今後成立したら、そこは企業がどんどん入ってきます

よね。 

 そういうようなところが入ってきて、ポータルサイトも、実はうちのところは広告収入でで

きるので、積極的にそういう情報が欲しいというところ、例えば、もしそういうビジネスがもっ

と成立してきたら、そこはむしろ企業に取ってかわられていくことも起こり得るわけですよねと

いう、多分そういう意図だと思うので、だから、今、協働の種となっているものは、ビジネスに

なるかもしれないし、そのまま協働でやらなければいけないかもしれないし、そのまま完成して

終わりということになるかもしれないので、この仕組みは、むしろ将来の協働の実現のもうちょ

っと先にあるようなもののゴールがかなり多様化する可能性があって、それも同時に整理をして

おかなければいけないというご指摘は、そのとおりだなと思いました。 

 そうすると、協力の意味も変わってきちゃいますよね。広いですよね。 

 

○北川委員 

 はい。私の感覚的には、別に市民活動に限らず、積極的に、いわゆる企業さん、ビジネスと

いうところでも連携をして、どんどんしていったらよいと思っていまして、でも、結局、その中

でまた新しい隙間ができていったりとか、届かないところは無数にあるので、そこは市民活動じ
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ゃないとカバーできないよねとかという、より具体化していくのかなと思うのですよね。 

 

○山田委員長 

 そうですよね。その辺もいずれというか、次回いろいろと考えておかなければいけないので、

アイデアを次のときにもいろいろと言っていただければと思います。 

 関連することでも、ほかでもどうでしょうか。あと、時間は数十分あるということなので、

いかがですか。このような問題提起でも結構です。いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○染谷委員 

 私は香川に住んでいます。茅ヶ崎市の総合計画骨子のプレゼンテーションというのがありま

して、そこに出たときの市民の方の提案として、茅ヶ崎市はどういうまちにするのだというのが

何もないではないか、農村にするのか、観光にするのか、商業にするのか、それともマンション

を建ててそういうまちにするのか、何も決まっていないじゃないか、それがまず１つあってしか

るべきなのではないか、その中におそらく協働という内容も出てくるのかなと思いながら聞いて

いたのですけれども、皆さんたちは、このまちはどこに向かったらいいのかというイメージがあ

るのかなと、ちょっとお聞きした上でとは思ったのですね。 

 

○山田委員長 

 なるほど。その辺で、率直な感想でもいいということですね。 

 

○染谷委員 

 ちょっとお聞きすると、また意見が変わるかなと思いまして。 

 

○山田委員長 

 まずは、この委員のメンバーですか。 

 

○染谷委員 

 はい。 

 

○山田委員長 

 もしも今何か感じているところがあったり、希望があったらどうぞ。 

 

○柴田委員 

 それは設定しなきゃいけないんですか。まちの前提ってなきゃいけないんですか。 

 

○山田委員長 

 なきゃいけないというわけではないですが、あまりそういう声が聞こえてこないし、そうい
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う議論のチャンスがないから、むしろ協働というテーマとか方向性が見えてこないのではないで

しょうか。私はそういうのは決めなくてもいいと思いますという意見でもいいと思います。それ

でいいと思います。 

 

○岩壁委員 

 ちょっといいですか。要するに、まちづくりなのだと思うのですよね。新たなまちづくりだ

と思う。茅ヶ崎市そのものがそんなにまちづくりの視点が昔からあったわけじゃないのですよね。

最近ですよね。まちづくりというのは、いろんなゾーンができるのだろうと思うのですね。今、

そのゾーンをつくる前にいろんなものが、周りに住宅など建物が建っちゃって、なかなかそこま

ではいってなかったのではないでしょうか。ある意味では、今、だいぶ市全体の中でまちづくり

というのは議論されていますが、それはそれとしてとてもいいことなのですけれども、そういう

中で、さっきおっしゃったようなこともうまく取り込んでいくというような、こういう視点も大

事だと思うのですね。 

 

○山田委員長 

 そうですね。 

 

○岩壁委員 

 ですから、この辺だと、要するに、市役所を中心に警察とか、あるいは医療の問題とか、い

ろんなゾーンが、文化会館とか、そういうゾーンが決まる。そうすると、どこどこのゾーンは、

例えば、南湖のほうというか、柳島のほうはこういうゾーンだと。そういうような考え方ですか

ね。それを充実させていくということがとても大事なのだろうと思います。それに投資していく

というか、税金を使って投資していくというのはとても大事なことだと思うのです。だから、そ

ういうものを皆さんが後押ししていくということが必要だと思います。 

 それから、先ほど委員長が申した、私は、市民活動というのは、対等なパートナーというの

は、言葉としては麻酔薬でとてもいい言葉なのですけれども、それはそれとしてとても大事なの

ですが、受け入れするという市の姿勢があるということはとても大事なことだと思うのですが、

市民活動は行政がうまく育てていく、そういう視点はとても私は大事だと思うのです。例えば、

青少年団体だったら青少年課が育てていくとかですね。それから、いろんなボランティア活動だ

ったらどこどこが育てていくとか、そういうようなものを行政の方々が持っていかないと、いろ

んなものが充実していかなくなるだろうと思うのですね。 

 そういう意味では、こういう協働事業というのは、ある程度行政の方が懐をうまく広げて受

け入れしやすいような体制をつくっておかないと、そういうものが充実していかなくなるのだろ

うな。 

 今、税収が伸びませんから、それと、義務的経費がどんどんふえていますから、予算のこと

は無理もないのですけれども、ただ、そういうこととは別に、理解度が深まると、事業が充実し

ていく場合がとてもありますので、そういうようなことも行政の方がうまくアドバイスというか、
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指導というか、そういうような形で一応視点を持っていることも大事なのかなという感じはしま

すけれども。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。 

 

○中川副委員長 

 行政が育てていくという側面は、先ほどおっしゃった人・モノ・金みたいなところで相当な

サポートというのはできていくし、市民活動サポートセンターの役割というのはものすごく大き

くなっていると思うのですけれども、基本的に、市民の自主性というものとか、市民の当事者性

みたいなものというのが根本に、市民活動推進条例ですか、そういうものの中にもあるし、そこ

を基本として考えていくということが大変大事だと思うのですよね。 

 その自主性とか当事者性みたいな、あるいは行政が気づかないような課題に対して、たいて

い市民が何か始めるというようなところが経験的に私は見ていてあって、げんき基金の中には結

構それが出てきていますよね。げんき基金がそういう活動のまずスタートがあって、その次にス

テップアップがあって、その先に協働事業があるというふうに理解していたのですね。協働事業

を実際に１００万、２００万単位で動かしていくというのは、相当な実力といいますか、主体の

能力が要るわけなのですけれども、その主体のバリエーションがあまりないなという感じが、協

働事業をこの２～３年見ていて思うのですね。特定の団体が、ある種テーマを変えて、自分たち

の助成金みたいな、人件費を確保するために活動しているみたいなところが、一つの市民側の限

界としてあるみたいな気がしまして、そこのところをどういうふうに考えられるのかというとこ

ろを、この新しい制度の中でどういうふうに見ていけるのかというので、私は「種」というのは、

成熟していくものを見つけ出すというようなことだと思ったので、でき上がったものをただ持っ

てくるというふうには思っていなかったのですよ。 

 ところが、何か応募を受けるだけとなってくると、種じゃなくて、もうでき上がった、かな

り熟度の高いものを探すだけとなってしまうと、協働推進制度の中身がもっと限定されていくと

いうふうに見えてしまうのですけれども、この研修をしたり、種を探したりするということの私

が意味合いと言いましたのは、そういう市民的なニーズと、その中にあれば、必ず何か活動とし

て見えてくるものがあるので、そこのところをもう少し注目して、熟度を上げるために、人・モ

ノ・金がないのであればどうするのというようなことですね。人でやるのか、あるいは、スペー

スみたいなものか、あるいは行政的な、今までも協働事業で役割として多かったのは、お金は出

すけれども、認知ですよね、広報みたいな形で認知してもらう。それはとても大きな力になるわ

けなのですけれども、そういうような形で、どうやって協働のレベルの事業に対応できるような

市民活動、あるいはＮＰＯでもいいのですけれども、そういうものが出てくる土壌をつくってい

くのかというようなことがとても大事だなというふうに思いますけれども。 
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○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。 

 ここで発言をすると自分たちの宿題になるので、自分たちの宿題を少し整理すると、順不同

で覚えているところを思い出すままにポイントを言うと、まずは、達成とか、協働のゴールみた

いな議論があって、達成指標や達成という意味合いについて、もう少し考えておくべきではない

のかというのが冒頭の議論としてはありました。 

 ２番目に、言葉の調整を、再調整といいますかね。言葉が使われてきたり、使い古されたり、

消費されてきているので、そこを言葉を再調整して、仕組みに活かすべきではないかというのが

２点目の話だったと思います。 

 ３点目が、地元課題とか市民ニーズといったようなテーマ性、テーマ設定のような議論とい

う話があったと思います。 

 ４点目が、プロセスですかね。プロセスとしての制度ですかね。あるいは制度としてのプロ

セスのようなものの検討がもうちょっと加えられるべきではないかということでした。 

 ５点目の話題が、例えば、理解度とか情報提供といったような、モノの支援からソフトの支

援に伝わってくることに従った考え方とか、確認とか理解というようなキーワードがあって、こ

ういうサポートについても必要ではないかというような話があったと思います。 

 ６番目に、市の方向性やまちづくりというものとの非常に強い連動が、お金の面だけではな

くて、もうちょっとビジョンとか、そういったものにつながってくる必要があるのではないかと

いうことでしたかね。 

 ７点目の話が、市民の自主性や当事者性といった裾野を広げる議論というのは、結果的には

団体を育てるという前に、そもそも市民をしっかりと育てて向き合うことができているかという

ような話としてあって、その辺が、育てるだけではなくて、受け止めるというような話にもなっ

ていたのではないかというふうに思いました。 

 最後、８番目というのが、市民活動の支援やサポートのあり方をもうちょっと整理して、シ

リーズ化していったり、トラック化していったりする必要、段階化といいますか、その必要がな

いか。ということであれば、種を育てていくということなのか、あるいは、接ぎ木にして、もう

ちょっと実になりそうなものを接ぎ木にするのかという議論も、そこでもうちょっと整理できる

というところなので、市民活動そのものが茅ヶ崎市として全体に、中川委員のご意見はシリーズ

化になるのですかね。もうちょっと段階的にうまく前後を調整して見ていかないと、協働だけポ

コッと変えてもだめだというご指摘ですよね。 

 

○中川副委員長 

 そうですね。いろんな土壌が広がりながら、熟度の高いものから初発的なものまでというこ

とで。熟度が高いもの、熟度と言ったら、協働事業としての水準というのは結構高いので、よそ

から引っ張ってくる。特に企画系であったのですけれども、とあるＮＰＯがそういうことをでき

るのかということですよね。茅ヶ崎のことを知らない人たちがポッと出てくるというふうになっ
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てくると、地域のことを知っていて、市民のネットワークの中にあり、かつ、政策立案もできる

ような主体も育ってほしいなというのは、経験的にあったものですから。 

 

○山田委員長 

 という意味でのまとまりのある市民活動支援みたいなものの中に、今回の制度もうまく位置

づけられるのではないかというような話題があって、大きくは、この８個くらいが僕の記憶の中

には出ていたと思うので、過不足があれば、議事録の中でとか、今のご発言でもあると思うので

すけれども、次回できればそのあたりをテーマ化して、このような方向性がいいのじゃないかと

か、このような考え方が大切ではないかというご意見を皆さんに伺えればと思っていて、一応こ

のフリーディスカッションは、今日の段階ではこのようなまとめでよろしいですか。もしポイン

トが、９点目とか１０点目で足す必要があったら、ぜひあわせてご提案いただければというふう

に思っています。 

 一旦この議題（３）のディスカッションについては、まとめないということだったので、こ

ういった方向性のことが出ましたということで、今日は終えておきたいと思います。先ほど提案

で、次回は１月上旬くらいにこの継続の話をするので、２カ月半から３カ月後くらいに改めて考

えたいと思っています。次回はできれば、今の計画の方向性について、もうちょっとだけ具体的

にこんなふうにさらに進めたらよいのではないかとか、ここはとても大切なので活かしてほしい

とか、こういうところは改善すべき点が大きいので変えることができないかといったような、計

画の案に対するアドバイスというか、意思表示を委員会としてはできればと思っています。 

 これも説明の中にありましたとおり、この計画は、さらに次年度に固定していくということ

なので、まだまだ議論できるチャンスがあるということなのですが、その点で言うと、次回議論

すべきなのは、今の方向性に対して、何がよいのか、何が変えるべきなのかというところをもう

ちょっとこの委員会としては提案というか、コメントできればいいのではないかなというふうに

思っています。ですので、次回の議論はそこを中心にしようと思います。その論点が先ほど口頭

で申し上げた８個くらいのものに議事録に残してもらうので、その点について皆さんのお考えを

さらに伺っていくということにしたいと思っています。 

 こんな今日のまとめでよろしいですか。 

 では、議題（３）は以上とさせていただきたいと思います。 

 変更の方向性については、大方の意見が、方向性についてやむを得ないという論調だったよ

うな気がするのですけれども、これは、もし別のものが。 

 

○矢島委員 

 方向性はいいと思うのですけれども、あまりに財政、財政、お金がない、お金がないという

方向性で変更というのはどうかなというのは感じているところですね。 

 

○山田委員長 

 もうちょっと別の質で議論すべきところ。 
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○矢島委員 

 そのほうがいいような気がします。当然、ついて回るのだとは思うのですけれども。 

 

○山田委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 

○秦野委員 

 その流れで。少し今後のスケジュールのことにもつながるのですけれども、今お話があった

中で、当事者となる市民活動団体の声も集約できるものがあるといいなと思っていて、２つある

のですけれども、１つ、今回、ここに盛り込んでいただいているのが、これまで協働に取り組ん

だ担当課と団体へのアンケートというのが一つあるのと、今後、協働で社会課題の解決に取り組

みたいという団体の意見交換。要は、これまでに実施した人、これから取り組む人という両方の

切り口が、声があったほうが、分析もできると思いますし、反映できると思うので。 

 実施した団体や担当課へのアンケートの項目が、ここの場では今議論がないので、市民自治

推進課で検討されると思うのですが、例えば、それについて、これはちょっと自分自身に負荷を

かけてしまうことになってしまうのですけれども、推進委員も少し項目を事前に把握ができたり、

それに対して少し意見を、例えばメール等でやりとりができたりすると、今日お話があったよう

に、事業終了の理由として、目的達成だったのか、財政面だったのかという項目を組み込んでい

ただきたいなと思ったので、もし事前に伺えるようであれば、事務局から推進委員に事前に情報

提供していただきたいなというのが１つです。 

 

○山田委員長 

 ということは、先ほど説明があった資料の７を、今後もう少し細かく検討しなければいけな

いので、この辺は、秦野委員の今の宿題からすると、もうちょっと私たちも読んでおいてねとい

うことなのですね。 

 

○秦野委員 

 これまでの制度を変えるというのは、もしかしたら流れとしてあるにしろ、どの部分が改善

につながるポイントなのかというのが、やむを得ず終えたものもあるでしょうし、目的を達成し

たものもあるでしょうし、継続しているものというのは、もともと行政の総合計画に位置づけら

れていて、それをよりよくしようと思っているから続いているのか、事業の種類によっても、継

続率という話になると、かなり差が出てくると思うので、それを正確に団体の声と担当課の声を

組み合わせて判断できるといいなと思っています。 

 あとは、さっき柴田委員がおっしゃっていた、制度をつくるまでの間で、市民が思う協働と

行政が思う協働にずれがあるのじゃないか。それは私も少し感じていて、協働というものが、ハ
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ードルという捉え方も様々だと思うので、厳しいのですけれども、１月までの間に、これから取

り組みたい人たちがとにかく発言ができたらいいなと。例えば、協働を取り組みたいときに誰に

話していいかわからないとか、受け皿がどこなのかというのがわからないという団体もいれば、

資料作成にハードルを抱える団体もいますし、資金面の部分とか、情報の部分とか、いろんな切

り口があると思うので、それも、これが１月の後がいいのか、前がいいのかは、検討が必要だと

思うのですけれども。すいません、しゃべり過ぎました。 

 

○山田委員長 

 いいえ、大丈夫です。多分同時進行でやっていくべき話題だと思うので、１月までというよ

りも、むしろそれを超えても、もっともっとそういう意見が集まっていくといいと思います。先

ほどの柴田委員の案が、今、秦野委員によってちゃんと翻訳されて、説明されたというふうに理

解しました。 

 他にはよろしいですか。せっかくなので、米山委員、感想でもいいのですけれども、何かも

しあれば。皆さんのご発言を聞いていて。 

 

○米山委員 

 お話を聞くばかりになってしまったのですけれども、協働という言葉がいっぱい出てきてい

まして、そもそも協働してどうしたいのかなというのはずっと考えていたところなのですけれど

も、話の途中で５つくらい、協働した先を次どこに持っていくかというのがとても重要だなと感

じました。これから新しく制度を変えるに当たって、ただ協働して目的を達成したから終わるの

もいいですけれども、そこから各団体が発展というか、そういったところへつながっていけば、

茅ヶ崎市も盛り上がっていくので、活気あるまちになっていくと思いますし、先ほど染谷委員か

らお話があった、どういったまちにしたらいいのかというのは、私も茅ヶ崎自体はそんなに特徴

がないというか、そういったまちではあると思うのですけれども、市民が活気あるまちになって

くれればいいかなと思いますので、そういったところにつながるような事業をどんどんやってい

けたらと思いました。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 髙橋委員、もし何かあれば、いかがでしょうか。 

 

○髙橋委員 

 あまりにも莫大な量だったので。 

 

○山田委員長 

 そうですね。 
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○髙橋委員 

 ただ、自分もこれまでいろいろな事業を、プレゼンとか、聞いてきたりしてきたのですけれ

ども、やっぱりお金ありきなのかなというのは実は重々感じていて、これも協働推進事業から推

進制度、自分はハードルが下がった印象をまず受けたのですね。まだきちんと整理はできていな

いのですけれども、そういったハードルが下がった中で、新たな協働の可能性みたいなものが出

てきやすくなるのかなというふうな印象を持ちました。そうすると、それによっていろんなもの

が出てきて、市民自治推進課の担当の方たちがさらに大変になっていくのじゃないかという、働

き方改革関連法に、この資料をつくるだけでもとても大変だと思うのですね。ハードルが下がる

ことによって、いろんなものを見て、調べて、勉強するというふうになると、仕事量が非常に心

配であるというのをちょっと思いました。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございました。事務局の皆さんお疲れさまということですね。 

 菅原委員ももし何かあれば。 

 

○菅原委員 

 今、事務局からも話があったように、協働する団体を育てるという態度も市役所は持ってい

るということなので、お金がなくても市役所の場所、会議室を無料で貸すとか、団体が活動して

いくときのサポートをすることはできると思いますので、まだきちんとした団体ができ上がって

いなくても、それを育てるということはやっていけるのじゃないかなと思いました。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 では、皆さんに少しずつこれでご発言いただいたので、ありがとうございました。 

 事務局からは最後に何かありますか。 

 

○事務局 

本日はご審議ありがとうございました。 

本日、本制度の持つ課題や成果を共有しながら、財政的な話も含め、どのような新しい制度と

していきたいかの大枠を話させていただきました。もちろん財政的な理由だけを理由にしたくは

ないのですが、現在に限ったことではないけれども、市全体がいかにお金をかけないかというこ

とを考えており、最近はその傾向が顕著になってきています。ヒト・モノ・カネという話が先ほ

どもありましたけれども、いかにお金をかけずに、人もかけないのが一番いいですけれども、今

回ご提示した新しい考え方は、逆に人を出すことによって協働を維持していこうというものです。

協働そのものは長く維持しないといけませんから。そういった視点で作り上げたものだというこ

とをあらためてご理解いただきたいと思います。というのと、この線で、市は動いていきたいと

考えています。その中で、今日皆さんからいただいたご意見は、その案の実効性を確保するため
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に、その案に肉付けするという形で使わせていただきたいと思っています。ブラッシュアップす

るためのひとつの材料にさせていただきたいと思っています。これから、庁内でも様々な会議に

かけていろいろな視点からこの案について検討していきますし、それと並行して皆さんの意見も

伺いながら積み上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○山田委員長 

 ありがとうございます。 

 以上で議題の３番を終了します。 

 前段で事務局からも話がありましたとおり、会議後もメールや電話での意見提出ができると

いうことです。また、事務局にアポをとってじっくり話すこともできるということですね。 

この場で話せなかったことがあるという委員の皆さまは、ぜひお願いします。 

 今後の流れとしては、１月中旬に再度この議題について市民活動推進委員会を開催するという

ことになっています。日程については、事務局から改めて調整の連絡をいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第４回市民活動推進委員会を閉会します。皆さま、長時間の審

議、お疲れさまでした。 
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